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令和２年第５回筑西市教育委員会定例会会議録 

 

招集日時 

場   所 

出 席 者 

欠席委員 

傍 聴 者 

委員以外の出席者 

 

 

 

議   案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年５月２１日（木）午後４時００分（開会：午後４時００分～閉会：午後５時００分） 

筑西市丙３６０番地 本庁舎３階 筑西市教育委員会３０２会議室 

教育長：赤荻利夫、教育長職務代理者：吉澤貴美子、教育委員：塚本真実、教育委員：斉藤裕光、教育委員：草間 武 

なし 

なし 

部長：小野塚直樹、次長：古幡成志、次長：萩野谷匡、次長兼学務課長：松岡道法、指導課長：入山克巳、生涯学習課長：市塚文夫、地域交流 

センター長：海老澤敦司、美術館副館長：入山真由美、学務課学校総務グループ係長：大木かつこ、学務課学校総務グループ主事：小林奈央 

 

 

報告第 ７号 筑西市立図書館協議会委員の委嘱について 

議案第２０号 筑西市立学校管理規則の一部を改正する規則について 

議案第２１号 筑西市就学援助事務取扱規則の一部を改正する規則について 

議案第２２号 筑西市教育支援委員会委員の委嘱について 

議案第２３号 筑西市立公民館条例の一部を改正する条例の市議会提出について 

議案第２４号 「安齋肇えとえのえほん展～ハロルドコミックス危機一髪～」の入館料について 
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赤 荻 教 育 長 ： みなさん、こんにちは。  

市内小中学校は、３月３日から休校を続けておりましたが、やっと好転の兆しがみえてきました。 

本市では、来週から登校時間を午前と午後に分けた分散登校を２週間実施します。また、本日の安倍総理、明日の 

大井川知事の発表を受けた後、６月８日から通常の学校生活が送れるように進めております。 

給食に関わる費用につきましては、来週から６月いっぱいを無償化し、子どもたち、保護者の皆様を元気づけられるよう 

準備をしております。登校に関しましては、地域のたくさんのみなさまにご協力いただき、大変感謝しております。 

それでは、２．議事に入ります。 

報告第 ７号 筑西市立図書館協議会委員の委嘱について、報告をお願いいたします。 

生涯学習課長 ： 【資料により説明】  

赤 荻 教 育 長 ： ただいま、報告第 ７号について、ご説明いただきましたが、ご質問等ございましたらお願いいたします。 

よろしいでしょうか。 

続きまして、議案第２０号 筑西市立学校管理規則の一部を改正する規則について、 

議案第２１号 筑西市就学援助事務取扱規則の一部を改正する規則について、ご説明お願いします。 

学 務 課 長 ： 【資料により説明】  

赤 荻 教 育 長 ： ただいま、議案第２０号、議案第２１号について、ご説明いただきましたが、ご質問等ございましたらお願いいたします。 

斉 藤 委 員 ： 議案第２０号について、規則に「教育長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、これを変更する 

ことができる」と、ただし書きを加えるということでありますが、やむを得ない事由により休業をした前例はあるのですか。 

学 務 課 長 ： 震災発生時や、関城東小学校において、集団的なノロウイルスが発生し、学校がパンデミック状態になった時、学級閉鎖から 

             学年閉鎖を繰り返しましたが終息せず、学校閉鎖を行ったことがあります。 

草 間 委 員 ： 議案第２１号について、就学援助を受けられる基準はどのようなものですか。 

学 務 課 長 ： 筑西市における生活保護基準を１.５倍下回る所得であるということが一つの基準になります。 

その他にも、児童扶養手当を受けているなどの条件があります。今回規則改正を行うことで、新型コロナウイルスの流行に 

伴う急激な経済変化からの失業により、年間の所得基準が確定していない場合でも、制度を利用することができるようになり 

ます。例としまして、両親二人、中学生一人の世帯ですと、年間約２７０万円の所得が基準となりますが、家族構成により、 

所得の目安が異なります。通常ですと、前年度の所得を基準に申請を行いますが、規則改正を行うことにより、今年度の所得 

見込みにより申請ができるようになります。 

斉 藤 委 員 ： 就学援助はどのくらいの人が利用しているのですか。 

学 務 課 長 ： おおよそ７００人の方が利用されています。 
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赤 荻 教 育 長 ： 就学援助は、ただ申請するだけでなく、民生委員に世帯状況の確認をお願いすることもあります。 

よろしいでしょうか。それでは、議案第２０号、議案第２１号について、賛成の方は挙手をお願いいたします。 

各  委  員  ： 【挙手全員】 

赤 荻 教 育 長 ： 挙手全員であります。よって、議案第２０号、議案第２１号について、原案どおり可決いたします。 

続きまして、議案第２２号 筑西市教育支援委員会委員の委嘱について、ご説明お願いします。 

 指 導 課 長 ： 【資料により説明】  

赤 荻 教 育 長 ： ただいま、議案第２２号について、ご説明いただきましたが、ご質問等ございましたらお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。それでは、議案第２２号について、賛成の方は挙手をお願いいたします。 

各  委  員  ： 【挙手全員】 

赤 荻 教 育 長 ： 挙手全員であります。よって、議案第２２号について、原案どおり可決いたします。 

続きまして、議案第２３号 筑西市立公民館条例の一部を改正する条例の市議会提出について、ご説明お願いします。 

 地域交流センター長：  【資料により説明】  

赤 荻 教 育 長 ： 小学校と公民館を複合化すると、公民館の所在地が変更になります。 

ただいま、議案第２３号について、ご説明いただきましたが、ご質問等ございましたらお願いいたします。 

草 間 委 員 ： 公民館を複合化する理由は、耐震基準を満たしていないからですか。 

赤 荻 教 育 長 ： 耐震基準の問題もありますが、社会に開かれた教育ということで、例えば、実習等を通しての地域交流や、地域のみなさまの 

目があることで、不審者から子どもたちの安全を守ることに繋がります。 

地域交流センター長：  児童数減少による空き教室や会議室を、新たに公民館の事務室として使用することにより、有効活用していきます。 

赤 荻 教 育 長 ： 公民館の機能として足りない部分につきましては、増築をしていく予定です。 

草 間 委 員 ： 駐車スペースはどうするのですか。 

赤 荻 教 育 長 ： 公民館の跡地を利用していく予定です。五所公民館、河間公民館、嘉田生崎公民館は、小学校と隣接しているため、 

建物同士をくっつけることになります。 

吉 澤 委 員 ： 子どもたちと公民館を利用する人々とが自然と交流でき、とても良いですね。 

赤 荻 教 育 長 ： 分けるべき部分は分け、共有できる部分は有効に活用していくよう進めていきたいと思います。 

 よろしいでしょうか。それでは、議案第２３号について、賛成の方は挙手をお願いいたします。 

各  委  員  ： 【挙手全員】 

赤 荻 教 育 長 ： 挙手全員であります。よって、議案第２３号について、原案どおり可決いたします。 

続きまして、議案第２４号 「安齋肇えとえのえほん展～ハロルドコミックス危機一髪～」の入館料について、 
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ご説明お願いします。 

 美術館副館長 ： 【資料により説明】  

赤 荻 教 育 長 ： ただいま、議案第２４号について、ご説明いただきましたが、ご質問等ございましたらお願いいたします。 

美術館副館長 ： 夏の時期ということで、初めは子どもたちを招いてのワークショップという形で開催予定でしたが、新型コロナウイルス 

感染防止対策としまして、人と人との接触を制限した講演会として開催することになりました。 

赤 荻 教 育 長 ： 入館料７００円というのは妥当な金額なのですか。 

美術館副館長 ： 今まで開催しました企画展の入館料は、６００円から８００円で設定しております。 

夏休みということもあり、妥当な金額と考えます。 

赤 荻 教 育 長 ： よろしいでしょうか。それでは、議案第２４号について、賛成の方は挙手をお願いいたします。 

各  委  員  ： 【挙手全員】 

赤 荻 教 育 長 ： 挙手全員であります。よって、議案第２４号について、原案どおり可決いたします。 

続きまして、３．協議に入ります。（１）次回教育委員会定例会について、ご説明お願いします。 

学 務 課 長 ： 次回教育委員会定例会につきましては、６月１８日(木)午後４時００分から開催いたします。 

赤 荻 教 育 長 ： ありがとうございました。 

続きまして、５．その他に入ります。（１）令和２年度５月定例学校運営研修会について、説明いたします。  

【資料により説明】  

その他ございましたらお願いします。 

塚 本 委 員 ： わが市の話ではありませんが、先日ラジオで、休校に伴い子どもたちが自宅学習を進める中、担任の先生や学校から 

何も連絡が無いという保護者の投稿を聞きました。 

子どもたちへの声掛けやアプローチは、積極的に行っていただきたいものです。 

萩 野 谷 次 長 ： 本市では、基本的に子どもたちへ電話での連絡、家庭訪問を実施しております。 

塚 本 委 員 ： 家庭訪問を嫌がる家庭もあると聞きました。 

萩 野 谷 次 長 ： 家庭訪問では、なるべく接触を避けるため、玄関先での訪問を行っております。 

吉 澤 委 員 ： 丁寧な対応をしていただいている印象です。 

塚 本 委 員 ： 小学生の自宅学習では、進級して初めての学習内容になるため、親が子どもにつきっきりで面倒を見なくてはいけない 

という声も聞きました。 生徒の中には、連絡が取れない生徒もいるのですか。 

萩 野 谷 次 長 ： 現在分散登校を実施しておりますが、欠席連絡等については、ほとんど連絡をいただいております。 

調査を実施したわけではありませんが、深刻な話や苦情等の報告はありません。 
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赤 荻 教 育 長 ： 虐待などの報告についても、まだありません。 

よろしいでしょうか。 

以上をもちまして、令和２年第５回筑西市教育委員会定例会を閉会いたします。 

 

 

 

 


